
規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
六
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
二
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

企
画
調
整
部
各
総
室｣

の
下
に｢

並
び
に
避
難
地
域
復
興

局｣

を
加
え
、
同
条
の
表
企
画
調
整
総
室
の
項
第
十
号
中｢

部
内
他
総
室｣

の
下
に｢

並
び
に
避
難

地
域
復
興
局｣

を
加
え
、
同
条
の
表
地
域
づ
く
り
総
室
の
項
第
十
三
号
中｢

地
域
新
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

を｢

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十

二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、｢

(

エ
ネ
ル
ギ
ー
課)

を｢
(

エ
ネ
ル

九

電
源
地
域
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。｣

十

電
源

ギ
ー
課)

に
改
め
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を

地
域
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。｣

｢
(

地
域
振
興
課)

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、｢

(

地
域
振
興
課)

｣

を

四

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法(

平
成
二
十

及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
二
十
五
号)

に
係
る
施
策
の
総
合
企
画

に
改
め
、
同
条
の
表
情
報
統
計
総
室
の
項
中

｣
｢
(

統
計
分
析
課)

八

統
計
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

｢
(

九

統
計
分
析
の
実
施
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

を

八

十

統
計
知
識
の
普
及
並
び
に
統
計
情
報
の
収
集
、
保
管
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

九

(

統
計
調
査
課)

十

十
一

統
計
調
査
の
実
施
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

｣

統
計
課)

統
計
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
、
同

統
計
分
析
及
び
統
計
調
査
の
実
施
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

統
計
知
識
の
普
及
並
び
に
統
計
情
報
の
収
集
、
保
管
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。｣

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

避
難
地
域
復
興
局

(

避
難
地
域
復
興
課)

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号)

の
規
定
に
基
づ
く
警
戒

区
域
、
計
画
的
避
難
区
域
又
は
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
が
そ
の
区
域
内
に
設
定
さ
れ
た
市
町
村
の

帰
還
及
び
復
興
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
表
生
活
環
境
総
室
の
項
、
県
民
安
全
総
室
の
項
及
び
環
境
共
生
総
室
の
項
の
改
正
規
定

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
表
生
活
環
境
総
室
の
項
中｢

人
権
男
女
共
生
課｣

を｢

青
少
年
・
男
女
共
生
課｣

に

改
め
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二

青
少
年
の
育
成
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

健
全
な
社
会
環
境
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
表
生
活
環
境
総
室
の
項
中｢

(

青
少
年
育
成
室)

十
五

青
少
年
の
育
成
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に

を｢

十
五

人
権
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。｣

に
改

関
す
る
こ
と
。｣

め
、
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
六

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
表
生
活
環
境
総
室
の
項
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
中｢

(

生
活

二
十

交
通
課)

を｢
(

生
活
交
通
課)

生
活
交
通
体
系
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。｣

十
七

生
活
交
通
体
系
に
係

に
改
め
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
三
号

る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。｣

ず
つ
繰
り
上
げ
、｢

(
国
際
課)

を｢
(

国
際
課

二
十
四

国
際
化
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。｣

二
十
一
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)

に
改
め
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、

国
際
化
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。｣

｢

二
十
七

海
外
渡
航
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
六
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、

(

原
子
力
損
害
対
策
課)

二
十
八

原
子
力
損
害
対
策
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に

(

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
課)

を｢
二
十
四

海
外
渡
航
に
関
す
る
こ
と
。｣

に
改
め
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三

関
す
る
こ
と
。｣

十
号
を
削
り
、
同
表
県
民
安
全
総
室
の
項
第
九
号
中｢

こ
と｣

の
下
に｢

(

避
難
者
支
援
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

｣
を
加
え
、
同
表
環
境
共
生
総
室
の
項
中｢

(

環
境
評
価
景
観
室)

四

環
境
影
響
評
価
に
関

を｢

四

環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
こ
と
。｣

に
改
め
、
第
五
号
を
削
り
、｢

(

自

す
る
こ
と
。｣

六

然
保
護
課)

を｢
(

自
然
保
護
課)

に
改
め
、

自
然
環
境
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。｣

五

自
然
環
境
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。｣

第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

九

景
観
形
成
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)
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